
山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
号　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

金 曜 日

号
外
第
四
号

　

令
和
二
年

一
月
三
十
一
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
の
執
行	

一

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者	

一

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
等
が
山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る

	

一

　

届
出
等
の
受
付
場
所

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時	

一

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う

	

一

　

日
時
及
び
場
所

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ

	

二

　

と
が
で
き
る
日

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所	

二

○
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所

	

二

　

及
び
日
時

　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県

議
会
議
員
補
欠
選
挙
を
次
の
と
お
り
執
行
す
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

一　

選
挙
の
期
日　

	

令
和
二
年
二
月
九
日

二　

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数　

甲
州
市
選
挙
区　

一
人

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

　

令
和
二
年
二
月
九
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ

の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

選
挙
長

職
務
代
理
者

住
所

氏
名

住
所

氏
名

山
梨
県
甲
斐
市
竜
王
新
町
二

三
四
二
番
地

中
込
ま
さ
ゑ

山
梨
県
韮
崎
市
藤
井
町
北
下

條
一
五
二
四
番
地
一

嶋
津
め
ぐ
み

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

　

令
和
二
年
二
月
九
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
に
お
い
て
、
候
補
者
等
が

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
す
る
届
出
等
の
受
付
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

届
出
事
項
等

受
付
場
所

選
挙
事
務
所
設
置
（
異
動
）
届

出
納
責
任
者
選
任
（
異
動
）
届

選
挙
運
動
事
務
員
等
の
届

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
届

選
挙
運
動
の
公
費
負
担
の
届

選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　

令
和
二
年
二
月
九
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所

及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

一　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁

二　

日
時　

令
和
二
年
二
月
十
二
日　

午
前
十
一
時

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

　

令
和
二
年
二
月
九
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
発



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
四
号　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

二

行
に
つ
い
て
、
山
梨
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
発
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十

年
条
例
第
二
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
日
時
及

び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

一　

日
時　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日　

午
後
六
時

二　

場
所　

山
梨
県
甲
州
市
塩
山
上
塩
後
一
二
三
九
番
地
一　

東
山
梨
合
同
庁
舎

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

　

令
和
二
年
二
月
九
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
に
お
け
る
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
四
十
四
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
が
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

	

委　

員　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
日　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
一
号

　

令
和
二
年
二
月
九
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務

を
行
う
場
所
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区

	

選　

挙　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁

　
（
た
だ
し
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
限
り
、
山
梨
県
甲

州
市
塩
山
上
塩
後
一
二
三
九
番
地
一　

東
山
梨
合
同
庁
舎
と
す
る
。
）

山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
選
挙
長
告
示
第
二
号

　

令
和
二
年
二
月
九
日
執
行
の
山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
二
項
、
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
べ
き
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

	

山
梨
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
甲
州
市
選
挙
区

	

選　

挙　

長　
　

中　
　

込　
　

ま
さ
ゑ

一　

場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　

山
梨
県
庁

二　

日
時　

令
和
二
年
二
月
六
日　

午
後
五
時
十
五
分


